
⼀般教育訓練給付⾦制度 

平成２７年４⽉１⽇⼊校から追加費⽤が⼀切かから

なくなり、⼤変お得となりました︕︕  

雇⽤保険の⼀定の条件を満たす

⼀般被保険者（在職者）、または⼀般被保険者であった⽅（離職者） が、厚⽣労働⼤⾂の指定

する教育訓練を受講・修了した場合、ご本⼈が教育訓練施設に⽀払った教育訓練経費の２０％

（上限１０万円）がハローワークから⽀給される制度です。 

■⽀給条件 

１．在職者のうち雇⽤保険の⼀般被保険者として雇⽤されていた期間が通算 1 年以上ある⽅ 

２．離職者のうち離職⽇の翌⽇以降、受講開始⽇までが 1 年以内であり、かつ、雇⽤保険の⼀

般被保険者として雇⽤されていた期間が通算 1 年以上ある⽅ 

３．過去に教育訓練給付⾦制度を受けた事がある⽅は、過去の受講開始⽇から 3 年以上経過し

ていること 

４．65 歳以下の⽅ 

上記の条件を満たしていれば受講可能です。  

 



■給付⾦⽀給までの流れ 

教育訓練給付⾦⽀給要件照会票（ハローワークにあります）を記⼊し、ハローワークに提出  

↓ 

ハローワークより発⾏された回答書を当校に提出し、⼊校していただきます。 

↓ 

教育訓練講座を受講・修了し、当校から修了証明書を発⾏します。 

↓ 

受講修了⽇の翌⽇から１ヵ⽉以内にハローワークに教育訓練給付⾦⽀給申請書・教育訓練修了

証明書・領収書・本⼈確認書類（運転免許証等）・雇⽤保険被保険者証（コピー可）を提出し

ます。 

↓ 

ご本⼈の指定⼝座に⽀給されます。 

■注意事項 

 

１．途中退校された場合は、教育訓練給付⾦制度の対象とはなりません。 

２．⼊校されてからの教育訓練講座への移⾏はできません。 

３．同時に⼆つ以上の教育訓練講座へのお申し込みはできません。  



（　　）内は、税別表示

給付金対象免許 お持ちの免許 教習費用 検定料 お支払合計
給付金支給予

定　額
実　　質

自己負担額

356,940 10,800 367,740 71,388 296,352
（330,500） （10,000） （340,500） （66,100） （274,400）

132,300 10,800 143,100 26,460 116,640
（122,500） （10,000） （132,500） （24,500） （108,000）

51,840 6,480 58,320 10,368 47,952
（48,000） （6,000） （54,000） （9,600） （44,400）

163,620 10,800 174,420 32,724 141,696 
（151,500） （10,000） （161,500） （27,800） （131,200）

64,800 6,480 71,280 11,880 58,320 
(60,000） （6,000） （66,000） （11,000） （54,000）

163,620 10,800 174,420 32,724 141,696 
（151,500） （10,000） （161,500） （27,800） （131,200）

129,060 10,800 139,860 25,812 114,048 
(119,500) （10,000） (129,500) (23,900) (105,600)

358,020 10,800 368,820 71,604 297,216 
（331,500） （10,000） （341,500） （66,300） （275,200）

358,020 10,800 368,820 71,604 297,216 
（331,500） （10,000） （341,500） （66,300） （275,200）

314,820 10,800 325,620 62,964 262,656 
(291,500) （10,000） (301,500) (58,300) (243,200)

248,400 10,800 259,200 49,680 209,520 
（230,000） （10,000） （240,000） （46,000） （194,000）

183,600 10,800 194,400 36,720 157,680 
（170,000） （10,000） （180,000） （34,000） （146,000）

97,200 6,480 103,680 19,440 84,240 
（90,000） (6,000) （96,000） （18,000） （78,000）

162,000 6,480 168,480 32,400 136,080
（150,000） (6,000) （156,000） （30,000） （126,000）

360,720 10,800 371,520 72,144 299,376
（334,000） （10,000） （344,000） （66,800） （277,200）

309,420 12,960 322,380 61,884 260,496
（286,500） （12,000） （298,500） （57,300） （241,200）

258,120 6,480 264,600 51,624 212,976
（239,000） (6,000) （245,000） （47,800） （197,200）

477,360 10,800 488,160 95,472 392,688 
（442,000） （10,000） （452,000） （88,400） （363,600）

417,960 10,800 428,760 83,592 345,168
（387,000） （10,000） （397,000） （77,400） （319,600）

358,560 10,800 369,360 71,712 297,648
（332,000） （10,000） （342,000） （66,400） （275,600）

198,720 10,800 209,520 39,744 169,776
（184,000） （10,000） （194,000） （36,800） （157,200）

287,280 6,480 293,760 57,456 236,304
（266,000） （6,000） （272,000） （53,200） （218,800）

186,840 6,480 193,320 37,368 155,952
（173,000） （6,000） （179,000） （34,600） （144,400）

２車種セット
233,280 12,960 246,240 46,656 199,584

（216,000） （12,000） （228,000） （43,200） （184,800）

234,738 17,280 252,018 46,947 205,071
（217,350） （16,000） （233,350） （43,469） （189,880）

234,738 17,280 252,018 46,947 180,188 
(217,350) （16,000） (233,350) (43,469) (166,840)

293,058 17,280 310,338 58,611 251,727

（271,350） （16,000） （287,350） （54,269） （233,080）

261,954 17,280 279,234 52,390 226,844 
(242,550) （16,000） (258,550) (48,509) (210,040)

370,818 17,280 388,098 74,163 313,935
（343,350） （16,000） （359,350） （68,644） （290,680）

311,040 17,280 328,320 62,208 266,112
（288,000） （16,000） （304,000） （576,000） （246,400）

252,720 17,280 270,000 50,544 219,456

（234,000） （16,000） （250,000） （46,800） （203,200）

429,138 17,280 446,418 85,827 360,591
（397,350） （16,000） （413,350） （79,469） （333,880）

369,360 17,280 386,640 73,872 312,768

（342,000） （16,000） （358,000） （68,400） （289,600）

311,040 17,280 328,320 62,208 266,112

（288,000） （16,000） （304,000） （57,600） （246,400）

３車種セット
516,618 23,760 540,378 100,000 440,378
（478,350） （22,000） （500,350） （92,593） （407,757）

456,840 23,760 480,600 91,368 389,232

（423,000） （22,000） （445,000） （84,600） （360,400）

大型一種 ＋ 大型特殊 ＋ けん引
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普通・準中・中・大大型特殊

けん引

大型特殊 ＋ けん引

大型一種 ＋ 大型特殊

中型※

※は、非課税2,850円が別途必要になります。
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中型一種 ＋ けん引


